
 

 

 

 

 ※「環境性能向上支援事業」（助成金）の助成対象者について 

   ・助成金申請年度の翌年度以降３年度のうち、任意参加要件を満たす直近の年度に、特定供給事業者 

として建築物環境報告書制度に任意で参加することを誓約する中小ハウスメーカー等となります。 

   ・別途募集を行っている助成金「設計・施工技術向上支援事業」（助成金）の併給は不可とします。 


